
 
令和 6 年 8 月 1 日 改訂 

別添利用料金表 
・介護保険適用サービス 

※ 介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された額に合わせて利用者負担額を変更さ

せていただきます。 
※ 要介護認定申請中にサービスをご利用され、その後要介護状態区分が自立（非該当）と判定さ

れた場合には、要介護１に準ずる利用料の全額をお支払いいただきます。また、給付制限等が

ある場合にも、利用料の全額をいったんお支払いいただきます。給付制限等が解除された場合

には、自己負担額を除いた金額が介護保険から払い戻される場合があります（償還払い）。償

還払いとなる場合、保険給付の申請を行うために必要な「サービス提供証明書」を交付します。 
※ 厚生労働省が定める方法によって端数処理を行う関係上、実際のご請求額とは若干の差異が生

じる場合があります。 
 

介護予防短期入所生活介護・短期入所生活介護（1 日当り）  

 
利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 
要支援１ 489 円 977 円 1,466 円 

要支援２ 608 円 1,215 円 1,823 円 

要介護１ 653 円 1,306 円 1,959 円 

要介護２ 728 円 1,456 円 2,184 円 

要介護３ 807 円 1,614 円 2,421 円 

要介護４ 883 円 1,766 円 2,648 円 

要介護５ 958 円 1,915 円 2,872 円 

 

  
利用者負担額     加算内容 

1 割 2 割 3 割  

夜勤職員配置加算Ⅰ 14 円 28 円 42 円 

夜間時間帯に職員を手厚く

配置していることを評価し

た加算。 

夜勤職員配置加算Ⅲ 17 円 46 円 81 円 

夜間時間帯に特定行為業務

（喀痰吸引等）の登録を受け

ている職員を配置している

ことを評価した加算。 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 24 円 48 円 72 円 

①介護福祉士 80％以上 

②勤続 10 年以上介護福祉士

35％以上 

上記①～②のいずれかに該

当した場合に評価した加算。 

サービス提供体制強化加算Ⅱ 20 円 39 円 59 円 
介護福祉士 60％以上の配置

した場合に評価した加算。 

サービス提供体制強化加算Ⅲ 7 円 13 円 20 円 

①介護福祉士 50％以上 

②常勤職員 75％以上 

③勤続 7 年以上 30％以上 

上記①～③のいずれかに該

当した場合に評価した加算。 

送迎加算(1 回) 200 円 399 円 598 円 
送迎が必要と認められ、送迎

を実施した際にかかる加算。 

生産性向上推進体制加算Ⅰ 109 円 217 円 325 円 

見守り機器等のテクノロジ

ーを複数導入しており、職員

間の適切な役割分担の取り

組等を評価した加算。 

 



生産性向上推進体制加算Ⅱ 11 円 22 円 33 円 

見守り機器等のテクノロジ

ーを 1 つ以上導入しており、

委員会の開催や改善活動を

継続的に行っていることを

評価した加算。 

看取り連携体制加算 70 円 139 円 208 円 

看取り期の利用者に対して

サービス提供を行った場合

に評価する加算。 

口腔連携強化加算 55 円 109 円 163 円 

職員による利用者の口腔の

確認によって、歯科専門職に

よる適切な口腔管理の実施

につなげることを評価した

加算。 

認知症専門ケア加算Ⅰ 4 円 7 円 10 円 

認知症介護実践リーダー研

修修了者が介護サービスを

行うことに対して評価した

加算。 

 

認知症専門ケア加算Ⅱ 5 円 9 円 13 円 

認知症介護の指導に係る専

門的な研修を終了し、認知症

ケアの指導等を実施してい

ることを評価した加算。 

 

若年性認知症利用者受入加算 130 円 260 円 390 円 

若年性認知症利用者を受け

入れ、個別ニーズに応じたサ

ービス提供を評価する加算。 

療養食加算 9 円 18 円 26 円 

療養食を提供することに対

して評価した加算。 

1 日につき 3 回を限度に算定

可能。 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 217 円 434 円 650 円 

認知症の行動や症状が現れ

て、緊急で短期入所生活介護

が必要と医師が認めた利用

者を受け入れた際にかかる

加算。7 日間のみ算定可能。 

看護体制加算Ⅰ(イ) 

※空床利用の場合 
5 円 9 円 13 円 

看護師を手厚く配置し、緊急

時の連絡体制を確保してい

ることを評価した加算。 

看護体制加算Ⅱ(イ) 

※空床利用の場合 
9 円 18 円 26 円 

看護師を手厚く配置し、緊急

時の連絡体制を確保してい

ることを評価した加算。 

緊急短期入所受入加算 98 円 195 円 293 円 

短期入所生活介護を緊急で

行った際にかかる加算。 

7 日間（やむを得ない場合は

14 日間）のみ算定可能。 

 

  利用者負担額 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 1 ヶ月の利用料金の 14％ 

 
 
 
 
 



介護保険適用外サービス（その他の費用） 
 

食費 

朝食:360 円 昼食:760 円 夕食:690 円 

利用者負担額（1 日の上限額） 

1 段階 

2 段階 

3 段階① 

3 段階② 

上記以外 

300 円 

600 円 

1,000 円 

1,300 円 

1,810 円 

 

居住費 

利用者負担額(1 日あたり) 

個室 多床室(空床利用の場合) 

1 段階 

2 段階 

3 段階① 

3 段階② 

上記以外 

380 円 

480 円 

880 円 

880 円  

1,361 円 

1 段階 

2 段階 

3 段階① 

3 段階②  

上記以外 

0 円 

430 円 

430 円 

430 円  

1,045 円 

 

※利用者の選択に基づいて行ったサービス（特別な食事、理美容等）はご負担いただきます。 
※通常の事業実施地域を超えて行う送迎に要する交通費は、通常の送迎利用料のほか、通常の送迎

実施地域を越えてから要した実費を徴収する。 

 
○経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがありま

す。その場合事前に変更の内容について、変更を行なう 1 ヶ月前までに文章にてご連絡させてい

ただきます。 


